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はじめに 

地方公共団体の会計は、予算の適正・確実な執行を図るため、現金の出入りのみに着目

した現金主義・単式簿記を採用していました。しかし現金主義では、将来にわたる資産・

負債(借金)のストック情報や、行政サービスを要する減価償却等の正確な行政コストが見

えにくいといったデメリットがあり、地方公共団体をとりまく厳しい財政状況の中で、説

明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、総務省は、平成 27 年 1

月、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」を示し、平成 27 年から平成 29

年までの 3年間で、すべての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類の作

成を推進しました。 

桜川市でも、平成 28 年度決算より「統一的な基準」による財務書類へと移行し、それら

をわかりやすく公表するとともに、分析内容を有効活用し、健全な財政運営に取り組んで

まいります。 
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Ⅰ 作成にあたっての考え方 

１ 作成方法 

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書は、総務省が示し

た「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき作成しております。 

２ 作成基準日…令和 5年 3月 31 日 

ただし、出納整理期間（令和 5年 4月 1日～5月 31 日）における収支については、基準

日までに終了したものとして処理しています。 

３ 対象となる会計の範囲 

区分 会計名等 

連 
 

 

結 

桜
川
市
全
体 

一般会計等 一般会計 

公営企業会計 

水道事業会計 

病院事業会計 

下水道事業会計 

特別会計 

国民健康保険特別会計 

介護保険特別会計 

介護サービス事業特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

一部事務組合・広域連合 

筑西広域市町村圏事務組合 

筑北環境衛生組合 

茨城県市町村総合事務組合 

茨城県租税債権管理機構 

茨城県後期高齢者医療広域連合 

地方公社 桜川市土地開発公社 

第三セクター等 株式会社クラセル桜川 
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Ⅱ 財務書類 4表について 

１ 財務書類 4表 

①貸借対照表 

年度末(令和 5年 3月 31 日)に市が保有する資産・負債・純資産の残高を表示 

②行政コスト計算書 

１年間の行政運営コストのうち、資産の形成につながらない行政サービスに要したコス

トや、財源として使用料及び手数料等の収益を表示 

③純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産に計上される各項目が、１年間でどのように変動したかを表示 

④資金収支計算書 

１年間の各活動に関する資金の流れを３つに分類し表示 

 

 

※数値は内訳ごとに四捨五入してあるので、合計の数値とその内訳の合算が一致しない

場合があります。  

借　　方 貸　　方

資産 負債

 
　  現金預金

純資産

　　　　  資金収支計算書 　　　　純資産変動計算書　

　　　　前年度末純資産残高

　　   　 業務活動収支
　　　    投資活動収支 　　　　 純行政コスト（△）
　　    　財務活動収支

　　　　税収等・国県等補助金
　　　　前年度末資金残高
       　　　　固定資産等の変動
　　　本年度末資金残高

　　　本年度末純資産残高

　　　経常費用　・　経常収支

　　　臨時損失　・　臨時利益

　　　　 　純経常費用

　　　　 （純行政コスト）

　　　　　　　     　      貸借対照表 　　　　　行政コスト計算書
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Ⅲ 連結貸借対照表 

１ 貸借対照表（バランスシート） 

バランスシートとは、年度末時点における財務情報を示すもので、資産、負債及び純資

産から構成されています。 

貸借対照表では、左側（借方）に市が取得した土地や建物などの「資産」が表示され、

これからの世代に残る財産状況、これまで投資された資金の使途状況などを確認すること

ができます。右側（貸方）には、その資産を形成したためにこれからの世代が負担しなけ

ればならない借入金の状況(負債)、これまでの世代が負担した資金(純資産)の状況などを

確認することができます。 

バランスシートを作成することにより、これまでに整備してきた社会資本の状況、ま

た、その整備に投資した資金の状況等を一覧で確認することができます。 

 

２ 桜川市の連結貸借対照表（バランスシート）の概要 

令和 4年度末の桜川市の連結ベースでの「資産」は、959 億 9,998 万 6 千円です。 

この「資産」の財源については、これまでの世代が負担した「純資産」が 495 億 3,457

万 1 千円となっており、将来世代の負担である「負債」は 464 億 6,541 万 5 千円となって

います。負債と純資産の割合は約 48：52 となっています。   
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１ 資産の部 

①   固定資産 

桜川市の固定資産は 854 億 4,193 万円となっております。 

固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」などにより構成され

ています。内訳は、道路・公園・学校などの土地や建物の「有形固定資産」が 764 億

7,738 万 9 千円、ソフトウェアや施設利用権などの「無形固定資産」が 22 億 7,737 万 6 千

円、投資及び出資金や貸付金等の「投資その他の資産」が 66 億 8,716 万 6 千円となってい

ます。 

有形固定資産の主なものは、庁舎建物等の「事業用資産」が 230 億 266 万 2 千円、道路

や公園などの「インフラ資産」が 504 億 7,528 万 4 千円、車両やコピー機等の「物品」が

29 億 9,944 万 3 千円となっています。 

無形固定資産の主なものは「ソフトウェア」が 3,149 万 1 千円、施設利用権等の「その

他無形固定資産」が 22 億 4,588 万 5 千円となっています。 

投資その他の資産の主なものは、各種財団法人等への「投資及び出資金」が 1億 1,473

万 6 千円、災害援護資金貸付金等の「長期貸付金」が 86 万 2 千円、特定目的基金や土地開

発基金などの「基金」が 60 億 9,062 万 8 千円、納付期限から 1年以上回収できていない債

権である「長期延滞債権」が 5億 122 万 8 千円、その他の投資その他の資産が 6千円、「徴

収不能引当金」を▲2,029 万 4 千円を計上しています。 

②    流動資産 

桜川市の「流動資産」は 105 億 5,805 万 5 千円となっています。 

内訳として、歳計及び歳計外現金などの「現金預金」が 45 億 4,906 万 2 千円、出納閉鎖

までに納入されなかった税、保険料、使用料、手数料等の「未収金」が 3億 5,406 万 9 千

円、災害援護資金等の「短期貸付金」が 74 万 7 千円、財政調整基金や減債基金の「基金」

が 51 億 2,805 万 9 千円、販売用の資産である「棚卸資産」が 5億 4,045 万 5 千円、その他

の流動資産が 480 万 8 千円、「徴収不能引当金」を▲1,914 万 4 千円を計上しています。
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２ 負債の部 

①  固定負債 

桜川市の「固定負債」は 432 億 7,098 万 9 千円となっています。 

「地方債等」は、翌年度償還額を除く地方債残高であり、307 億 7,239 万 5 千円となっ

ています。 

年度末に在籍しているすべての職員が普通退職した場合に支給しなければならない退職

金の額である「退職手当引当金」は 42 億 7,633 万 8 千円、「損失保証等引当金」が 52 万 7

千円、その他の固定負債が 82 億 2,172 万 9 千円となっています。  

②  流動負債 

桜川市の「流動負債」は 31 億 9,442 万 5 千円となっています。 

地方債のうち翌年度に償還しなければならない「1年内償還予定地方債等」は 23 億

8,825 万 2 千円、債務負担行為などのうちすでに物件の引渡しを受けたものについて翌年

度に支払うべき「未払金」は 2億 4,356 万 9 千円、翌年度の 6月に支給される賞与のうち

令和 4年度負担相当額である「賞与等引当金」が 2億 6,911 万 3 千円、期末の歳計外現金

等を計上する「預り金」が 2億 8,649 万円、「未払費用」が 600 万 2 千円、その他の流動負

債が 100 万円となっています。 

 

３ 純資産の部 

①  固定資産等形成分 

固定資産等形成分は資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭以外

の形態（固定資産等）で保有されます。固定資産等形成分は「固定資産＋ 短期貸付金＋ 

短期基金」の計算式で計算され、905 億 7,073 万 6 千円となります。 

②  余剰分(不足分) 

余剰分（不足分）は地方公共団体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭の形

態で保有されます。当期末の余剰分（不足分）は▲410 億 3,499 万 3 千円となります。 

③  他団体出資等分 

他団体出資等分は連結対象団体（会計）の純資産のうち、地方公共団体の持分以外の部

分をいいます。具体的には連結対象団体（会計）の純資産に桜川市以外が行っている出資

等の割合を乗じることで計算され、当期末の他団体出資等分は▲117 万 2 千円となりま

す。  
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４ 貸借対照表を活用した財政分析 

① 純資産比率 

純資産比率は企業会計の「自己資本比率」に相当し、資産のうち償還義務のない純資産

がどれくらいの割合かを表します。この比率が高いほど負債（将来世代の負担）の割合が

少ないことになりますが、現在世代と将来世代との負担のバランスを取ることも必要とな

ります。純資産比率は 6～8割程度が正常と考えられています。 

 純資産比率(％)＝純資産合計÷資産合計×100 . 

  

将来世代の負担が 48％、これまでの世代負担が 52％となります。 

 

②  住民１人当たりの貸借対照表(バランスシート) 

バランスシートを住民 1人当たりに換算してみると資産で 247 万 8 千円、そのうち固定

資産が 220 万 5 千円、流動資産は 27 万 2 千円となっています。 

これに対して負債は、119 万 9 千円、純資産が 127 万 8 千円となっています。
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③ 流動比率 

１年以内に償還する地方債や短期借入金（流動負債）に対して、手元の資金がどのくら

いあるかを表すもので、この比率が高いほど短期的な支払能力が高いといえます。財政調

整基金を増やしたり、地方債の償還額を減らしたりすることで、この比率は上昇します。

民間企業では２００％以上あることが理想的であると言われています。 

 流動比率(％)＝流動資産÷流動負債×100 。  

  

流動比率は 330.5%となっています。 

 

④ 社会資本形成の将来世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産又は負債による割合を見ることによ

り、これまでの世代（過去及び現世代）又は今後の世代によって負担する割合を見ること

ができます。将来世代負担比率は１～３割程度が正常と考えられております。 

 社会資本形成の将来世代負担比率(％) 

 ＝（地方債-特例地方債残高）÷（有形固定資産＋無形固定資産）×100 。  

  

 

社会資本形成の将来世代負担比率は 32.3%となっています。  
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⑤ 有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率が高い場合は、施設が全体として老朽化しつつあり近い将来に

維持更新のための投資が必要となる可能性があります。５～７割程度が平均と考えられて

います。 

 有形形固定資産減価償却率(％) 。 

 ＝減価償却累計額 ÷（償却資産帳簿価額 ＋ 減価償却累計額）×100 。 

※物品を除いた有形固定資産残高より計算 

  

 

有形固定資産減価償却率は 59.4%となっています。 
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Ⅳ 連結行政コスト計算書 

行政コスト計算書の概要 

令和 4年度の連結の経常費用は 332 億 8,960 万 4 千円で、経常収益は 17 億 4,175 万 6

千円となり、差引 315 億 4,784 万 7 千円となっています。 
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１ 純経常行政コスト 

令和 4年度の純経常行政コストは 315 億 4,784 万 7 千円で、「経常費用」332 億 8,960 万

4 千円、「経常収益」17 億 4,175 万 6 千円の差し引きで計算されています。  

①  経常費用 

経常費用の内訳は「業務費用」147 億 178 万 2 千円、「移転費用」185 億 8,782 万 2 千円

となっています。 

業務費用の主なものは給与や退職手当引当金繰入額の「人件費」39 億 5,431 万 6 千円、

物件費や減価償却費の「物件費等」99 億 8,773 万 9 千円、支払利息や徴収不能引当金繰入

額の「その他の業務費用」7億 5,972 万 7 千円となっています。 

移転費用の主なものは政策目的による「補助金等」154 億 1,136 万 4 千円、社会保障給

付としての扶助費等である「社会保障給付」31 億 3,252 万 8 千円、「その他の移転費用」

4,393 万円となっています。 

②  経常収益 

経常収益の内訳は提供した行政サービスへの対価等である「使用料及び手数料」13 億

100 万 3 千円、「その他経常収益」4億 4,075 万 4 千円となっています。 

 

２ 純行政コスト 

令和 4年度の純行政コストは 318 億 1,048 万 9 千円で、「臨時損失」2億 6,558 万 5 千

円、臨時利益 294 万 3 千円と「純経常行政コスト」315 億 4,784 万 7 千円の差し引きで計

算されています。 

①  臨時損失 

経常的でないコスト以外で臨時的に発生するもので、除却や売却により発生した「資産

除売却損」2億 4,743 万円、「その他の臨時損失」1,815 万 5 千円となっています。 

②  臨時利益 

臨時的に発生する収益で、資産の売却による収入が帳簿価額を上回る差額の「資産売却

益」229 万 8 千円、「その他の臨時収益」64 万 5 千円となっています。 
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３ 行政コスト計算書を活用した財政分析 

① 各費用の割合 

経常費用における各費用の割合は以下のようになっています。 

  

 

② 受益者負担比率 

行政サービスに要したコストに対して受益者が負担する使用料・手数料や分担金・負担

金などの割合です。したがって、受益者負担比率が他の団体に比べて低い場合には、使用

料・手数料や分担金・負担金などの水準を見直すことも検討する必要があります。受益者

負担比率は一般的に 10%未満となります。 

 受益者負担比率(％)＝経常収益÷経常費用×100 。 

  

受益者負担比率は 5.2%となっています。 
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Ⅴ 連結純資産変動計算 
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 1 本年度差額 

令和 4年度の本年度差額は 5億 579 万 6 千円で、「純行政コスト(▲)」▲318 億 1,048 万

9 千円と「財源」323 億 1,628 万 5 千円の合計で計算されます。 

財源の内訳は地方税、地方交付税、各種交付金、分担金及び負担金、繰入金等の「税収

等」189 億 8,366 万 1 千円、桜川市が受け入れた国・県支出金である「国県等補助金」133

億 3,262 万 3 千円となっています。 

 

 2 本年度純資産変動額 

令和 4年度の本年度純資産変動額は 4億 6,743 万 1 千円で、上記で計算された「本年度

差額」5億 579 万 6 千円、「無償所管換等」▲4,072 万円、「その他」235 万 5 千円の合計で

計算されます。 

 

 3 本年度末純資産残高 

令和 4年度の本年度末純資産残高は 495 億 3,457 万 1 千円で、「前年度末純資産残高」

490 億 6,714 万円と、上記で計算された「本年度純資産変動額」4億 6,743 万 1 千円の合計

で計算されます。 

本年度末純資産残高の内訳は「固定資産等形成分」905 億 7,073 万 6 千円、「余剰分（不

足分）」▲410 億 3,499 万 3 千円、「他団体出資等分」▲117 万 2 千円となっています。 
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Ⅵ 連結資金収支計算書 

  

 



17 

 

１ 業務活動収支 

令和 4年度の業務活動収支は 16 億 9,285 万 5 千円で、人件費・物件費等の経常的な活動

に係る「業務支出」296 億 5,921 万 3 千円、税収・補助金収入等の「業務収入」315 億

5,161 万 6 千円、「臨時支出」1億 9,954 万 8 千円の差し引きで計算されます。 

 

２ 投資活動収支 

令和 4年度の投資活動収支は▲24 億 7,441 万 7 千円で、公共施設等の整備や基金の積立

て、投資的な活動に係る「投資活動支出」45 億 4,435 万 8 千円、補助金収入、基金取崩し

等の「投資活動収入」20 億 6,994 万 1 千円の差し引きで計算されます。 

 

３ 財務活動収支 

令和 4年度の財務活動収支は 9億 4,864 万 5 千円で、地方債の償還等に係る「財務活動

支出」23 億 3,348 万 5 千円、地方債の発行等による「財務活動収入」32 億 8,213 万円の差

し引きで計算されます。 

 

４ 本年度末現金預金残高 

令和 4年度の本年度末現金預金残高は 45 億 4,906 万 2 千円で、本年度末資金残高 42 億

6,257 万 2 千円と本年度末歳計外現金残高 2億 8,649 万円の合計で計算されます。 
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《全体財務４表》 
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《一般会計等財務４表》 
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一般会計等財務書類附属明細書

茨城県　桜川市

令和4年度



（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細 （単位：千円）

区分
前年度末残高

（A）
本年度増加額

（B）
本年度減少額

（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)

本年度償却額
（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)

35,802,936 1,575,558 1,344,681 36,033,812 20,654,655 515,216 15,379,157

5,909,895 161,873 161,488 5,910,280 - - 5,910,280

- - - - - - -

26,900,499 64,037 897,793 26,066,742 18,291,310 476,387 7,775,433

2,857,528 147,253 - 3,004,780 2,356,978 35,595 647,802

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

52,536 3,707 - 56,243 6,367 3,234 49,876

82,478 1,198,689 285,400 995,767 - - 995,767

84,276,193 2,624,392 1,732,571 85,168,014 49,783,828 1,481,211 35,384,186

8,173,478 173,680 138,221 8,208,937 - - 8,208,937

53,724 45,540 - 99,264 17,108 2,857 82,156

74,902,248 1,539,824 551,547 75,890,526 49,762,820 1,477,370 26,127,706

22,169 2,858 - 25,027 3,900 985 21,127

1,124,574 862,491 1,042,804 944,260 - - 944,260

588,347 50,688 0 639,035 466,705 67,989 172,330

120,667,476 4,250,638 3,077,253 121,840,861 70,905,189 2,064,416 50,935,673

②有形固定資産の行政目的別明細 （単位：千円）

生活インフラ・
国土保全

教育 福祉 環境衛生 産業振興 消防 総務 合計

2,146,370 9,219,315 900,367 66,137 494,448 136,545 2,415,975 15,379,157

325,244 2,902,069 196,069 45,712 334,116 54,926 2,052,143 5,910,280

- - - - - - - -

1,272,002 5,348,435 696,975 20,424 119,951 43,966 273,680 7,775,433

503,682 54,971 3,616 - 40,382 37,654 7,498 647,802

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

45,443 726 3,707 - - - - 49,876

- 913,113 - - - - 82,654 995,767

33,514,691 136,649 - 13,280 1,717,690 1,876 - 35,384,186

7,824,656 - - 5,874 378,209 198 - 8,208,937

80,893 0 - - 1,263 - - 82,156

24,775,539 11,737 - 7,406 1,331,346 1,678 - 26,127,706

14,255 - - - 6,872 - - 21,127

819,349 124,912 - - - - - 944,260

16,976 59,321 8,768 0 2,972 40,550 43,743 172,330

35,678,037 9,415,284 909,135 79,417 2,215,111 178,971 2,459,718 50,935,673合計

　　建設仮勘定

 物品

　　工作物

　　その他

　　土地

　　建物

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　航空機

　　その他

　　船舶

　　浮標等

　　建物

　　工作物

　　土地

　　立木竹

区分

 事業用資産

 物品

合計

　　その他

　　建設仮勘定

　　建物

　　工作物

 インフラ資産

　　土地

　　その他

　　建設仮勘定

 事業用資産

　  土地

　　浮標等

　　航空機

　　工作物

　　船舶

　　立木竹

　　建物
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③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの （単位：千円）

銘柄名
株数・口数など
（株・口など）

（A）

時価単価
（円）
（B）

貸借対照表計上額
（A）×（B)

（C)

取得単価
（円）
（D）

取得原価
（A）×（D)

（E)

評価差額
（C）-（E)

（F)

（参考）財産に関する
調書記載額

合計 - - - - - - -

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの （単位：千円）

相手先名
出資金額

（貸借対照表計上額）
（A)

資産
（B)

負債
（C)

純資産額
（B）-（C)

（D)
資本金

（E)

出資割合（％）
（A）/（E)

（F)

実質価額
（D)×（F)

（G)

投資損失引当金
計上額

（H)

（参考）財産に関する
調書記載額

桜川市土地開発公社出資金 5,000 571,323 510,674 60,649 - 100.00% 60,649 - 5,000

株式会社クラセル桜川 10,000 10,707 17,739 △7,033 12,000 83.33% - 10,000 10,000

水道事業会計 287,855 4,994,553 3,021,632 1,972,921 - 100.00% 1,972,921 - -

下水道事業会計 698,326 14,193,235 12,160,940 2,032,295 - 100.00% 2,032,295 - -

合計 1,001,181 - - - - - - - -
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市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの （単位：千円）

相手先名 出資金額
（A)

資産
（B)

負債
（C)

純資産額
（B）-（C)

（D)
資本金

（E)

出資割合（％）
（A）/（E)

（F)

実質価額
（D)×（F)

（G)
強制評価減

（H)

貸借対照表計上額
（Ａ）-（Ｈ）

（Ｉ）

（参考）財産に関する
調書記載額

茨城県農業信用基金協会出資金 10,260 179,880,312 172,499,567 7,380,745 - 0.23% 16,976 - 10,260 10,260

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金 393 1,709,833 1,024,238 685,595 - 1.31% 8,981 - 393 393

(株)茨城県中央食肉公社出資金 7,210 2,105,000 440,307 1,664,693 1,900,550 0.38% 6,326 - 7,210 7,210

茨城県信用保証協会出捐金 30,057 794,353,927 736,433,076 57,920,851 - 0.34% 196,931 - 30,057 30,057

(一財)茨城県建設技術公社出捐金 130 4,724,720 1,198,071 3,526,649 - 0.18% 6,348 - 130 130

いばらき産業大県創造基金出捐金 8,340 8,036,059 6,392,396 1,643,662 - 0.52% 8,547 - 8,340 8,340

(公財)茨城県消防協会出捐金 691 333,614 4,396 329,217 - 0.22% 724 - 691 691

(財)いばらき腎バンク出捐金 2,000 427,536 1,782 425,754 - 0.48% 2,044 - 2,000 2,000

(公財)茨城県国際交流協会出捐金 2,096 564,559 9,876 554,683 - 0.43% 2,385 - 2,096 2,096

(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金 162 2,358,499 580,166 1,778,333 - 0.04% 711 - 162 162

(公財)茨城県暴力追放推進センター出捐金 2,131 850,023 461 849,561 - 0.26% 2,209 - 2,131 2,131

茨城県畜産協会預託金（家畜衛生事業） 810 1,688,018 1,283,109 404,909 - 0.20% 810 - 810 810

茨城県信用保証協会寄託金 37,350 794,353,927 736,433,076 57,920,851 - 0.34% 196,931 - 37,350 37,350

地方公共団体金融機構出資金 3,100 24,556,329,000 24,162,382,000 393,947,000 - 0.02% 78,789 - 3,100 3,100

(一財)地域活性化センター出捐金 630 4,689,986 285,585 4,404,401 - 0.03% 1,321 207 423 630

合計 105,360 - - - - - - 207 105,152 -

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金 （E)」は「-」としております。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載します。
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④基金の明細 （単位：千円）

財政調整基金 4,352,117 - - - 4,352,117 4,352,117

減債基金積立金 661,440 - - - 661,440 661,440

地域づくり推進事業基金積立金 400,583 - - - 400,583 400,583

公共施設整備基金 3,462,188 - - - 3,462,188 3,462,188

交通遺児福祉基金 2,938 - - - 2,938 2,938

災害補償基金 3,685 - - - 3,685 3,685

地域福祉基金 365,344 - - - 365,344 365,344

塚田伝奨学基金 8,043 - - - 8,043 8,043

土地開発基金 219,415 - 45,229 - 264,644 264,644

まちづくり振興基金 592,933 - - - 592,933 592,933

ふるさと応援基金 134,221 - - - 134,221 134,221

印紙等購入基金 1,101 - - 899 2,000 2,000

災害復興義援金基金 7,160 - - - 7,160 7,160

森林環境譲与税基金繰入金 19,271 - - - 19,271 19,271

まち・ひと・しごと創生基金 20,400 - - - 20,400 20,400

合計 10,250,838 - 45,229 899 10,296,966 -

(参考)財産に関する
調書記載額

種類 現金預金 有価証券 土地 その他
合計

(貸借対照表計上額)
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⑤貸付金の明細 （単位：千円）

貸借対照表計上額
徴収不能引当金

計上額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金
計上額

地方公営事業 - - - - -

一部事務組合・広域連合 - - - - -

地方独立行政法人 - - - - -

地方三公社

土地開発公社運営資金貸付金 504,672 - - - 504,672

第三セクター等 - - - - -

その他の貸付金

災害援護資金貸付金 862 - 747 - 1,609

合計 505,534 - 747 - 506,281

※（参考）貸付金計には、⑥長期延滞債権の明細及び⑦未収金の明細に記載されているものも含まれます。

相手先名または種別

長期貸付金 短期貸付金
（参考）

貸付金計
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⑥長期延滞債権の明細 （単位：千円） ⑦未収金の明細 （単位：千円）

貸借対照表計上額
徴収不能引当金計上

額
貸借対照表計上額

徴収不能引当金計上
額

【貸付金】 【貸付金】

地方公営事業 - - 地方公営事業 - -

一部事務組合・広域連合 - - 一部事務組合・広域連合 - -

地方独立行政法人 - - 地方独立行政法人 - -

地方三公社 - - 地方三公社 - -

第三セクター等 - - 第三セクター等 - -

その他の貸付金 その他の貸付金

住宅新築資金等貸付金 237,041 -

高額療養費貸付金 78 -

小計 237,119 - 小計 - -

【未収金】 【未収金】

税等未収金 税等未収金

個人市民税 24,720 1,745 個人市民税 19,653 1,388

法人市民税 2,661 293 法人市民税 605 67

固定資産税 57,368 6,386 固定資産税 38,841 4,323

軽自動車税 5,324 686 軽自動車税 2,798 360

学童クラブ保護者負担金 318 -

その他の未収金 その他の未収金

住宅使用料 9,361 - 住宅使用料 724 -

学校給食費納入金 2,015 - 法定外公共物使用料 13 -

生活保護費返還金 54 - 学校給食費納入金 85 -

臨時福祉給付金返還金 30 - 生活保護費返還金 213 -

公営住宅共益費 11 - 公営住宅共益費 3 -

住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 476 - 住宅浄化槽・エレベーター管理費立替金 103 -

住宅新築資金等貸付金(利子分) 51,092 - 自動販売機電気使用料 57 -

児童扶養手当返還金 896 -

小計 153,110 9,110 小計 64,307 6,138

合計 390,229 9,110 合計 64,307 6,138

相手先名または種別 相手先名または種別
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（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細 （単位：千円）

うち1年内償還予定 うち共同発行債 うち住民公募債

【通常分】

　　一般公共事業 118,072 11,598 118,072 - - - - - - -

　　公営住宅建設 104,999 30,837 14,953 90,046 - - - - - -

　　災害復旧 169,821 19,420 15,832 94,042 59,947 - - - - -

　　教育・福祉施設 521,264 97,390 378,021 17,415 80,908 44,920 - - - -

　　一般単独事業 12,126,056 512,975 - 412,815 11,226,081 487,160 - - - -

　　その他 353,611 16,687 338,342 15,270 - - - - - -

【特別分】

　　臨時財政対策債 7,654,632 710,498 5,876,396 1,761,557 16,679 - - - - -

　　減税補てん債 61,402 12,881 61,402 - - - - - - -

　　退職手当債 - - - - - - - - - -

　　その他 71,983 7,049 71,983 - - - - - - -

合計 21,181,840 1,419,335 6,875,000 2,391,145 11,383,615 532,080 - - - -

市場公募債 その他種類 地方債残高 政府資金
地方公共団体

金融機構
市中銀行

その他の
金融機関
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②地方債（利率別）の明細 （単位：千円）

21,181,840 20,033,536 938,389 194,142 2,318 6,201 119 7,135 0.00%

③地方債（返済期間別）の明細 （単位：千円）

21,181,840 1,419,335 1,485,026 1,508,426 1,528,779 1,578,253 7,036,103 4,357,527 2,139,405 128,986

④特定の契約条項が付された地方債の概要 （単位：千円）

-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に支払金利が上昇する場合等をいいます。

特定の契約条項が
付された地方債残高

契約条項の概要

該当なし

15年超
20年以内

20年超地方債残高 １年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

10年以内
10年超

15年以内

3.5％超
4.0％以下

4.0％超
（参考）

加重平均
利率

地方債残高 1.5％以下
1.5％超

2.0％以下
2.0％超

2.5％以下
2.5％超

3.0％以下
3.0％超

3.5％以下
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⑤引当金の明細 （単位：千円）

目的使用 その他

徴収不能引当金 15,475 11,817 12,045 - 15,248

投資損失引当金 10,000 - - - 10,000

退職手当引当金 3,833,678 208,613 221,958 - 3,820,333

損失補償等引当金 1,172 - - 645 527

賞与等引当金 174,258 203,291 174,258 - 203,291

合計 4,034,583 423,721 408,261 645 4,049,399

区分 前年度末残高 本年度増加額
本年度減少額

本年度末残高
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２．行政コスト計算書の内容に関する明細

（１）補助金等の明細 （単位：千円）

名称 相手先 金額 支出目的

霞用水国営負担金 霞ヶ浦用水土地改良区 84,724
国営土地改良事業に対

する本市負担分

霞用水かんがい排水負担金 霞ヶ浦用水土地改良区 18,973
かんがい排水事業に対

する本市負担分

県市町村共同システム整備
運営協議会負担金

茨城県市町村共同システ
ム整備運営協議会

13,215

県市町村共同システム
整備事業に対する本市

負担分

計 116,912

筑西広域市町村圏事務組
合負担金（消防費）

筑西広域市町村圏事務組
合

673,510

広域により実施する消
防事業に対する本市負
担分

下水道事業会計補助金 桜川市下水道事業会計 509,363
下水道事業会計への補
助金

後期高齢者医療療養給付
費負担金

茨城県後期高齢者医療広
域連合

490,933
老人医療給付事業のた
め

病院事業会計負担金 桜川市病院事業会計 444,919
病院事業会計への負担
金

筑西広域市町村圏事務組
合負担金（清掃費）

筑西広域市町村圏事務組
合

436,007

広域により実施する清
掃事業に対する本市負
担分

水道事業会計補助金 桜川市水道事業会計 120,240
水道事業会計への補助
金

筑北環境衛生事務組合負
担金

筑北環境衛生組合 111,099

筑北環境衛生組合によ
り実施するし尿処理事
業に対する本市負担分

浄化槽設置事業費補助金 実施者 80,861
浄化槽設置事業に対す
る補助金

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金

桜川市民 69,600
住民税非課税世帯に対
する給付金

多面的機能支払交付金（農
地維持）補助金

桜川市民（農業者） 54,795
多面的機能支払い交付
金

1,119,558

計 4,110,885

4,227,797合計

区分

他団体への公共施設等整備補助金等
(所有外資産分)

その他の補助金等

その他
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（１）財源の明細 （単位：千円）
会計 区分 財源の内容 金額

市税 4,774,863

地方譲与税 273,600

利子割交付金 1,510

配当割交付金 21,880

株式等譲渡所得割交付金 17,286

法人事業税交付金 75,417

地方消費税交付金 946,914

ゴルフ場利用税交付金 49,162

環境性能割交付金 25,844

地方特例交付金 30,623

地方交付税 6,150,642

交通安全対策特別交付金 3,322

分担金及び負担金 47,320

寄附金 157,468

繰入金 37,481

12,613,332

国庫支出金 1,234,220

都道府県等支出金 71,157

計 1,305,377

国庫支出金 3,026,843

都道府県等支出金 1,291,384

計 4,318,227

5,623,604

18,236,936

18,236,936合計

国県等補助金

資本的
補助金

経常的
補助金

小計

３．純資産変動計算書の内容に関する明細

一般会計

税収等

小計

合計
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（単位：千円）

国県等補助金 地方債 税収等 その他

純行政コスト 18,520,334 4,994,259 1,552,372 9,239,477 2,734,226

有形固定資産等の増加 2,109,078 619,073 1,098,376 391,628 -

貸付金・基金等の増加 1,395,937 10,215 - 1,385,722 -

その他 - - - - -

合計 22,025,349 5,623,547 2,650,748 11,016,827 2,734,226

（２）財源情報の明細

区分 金額

内訳
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４．資金収支計算書の内容に関する明細

（１）資金の明細 （単位：千円）

種類 本年度末残高

現金 -

要求払預金 1,928,606

短期投資 -

合計 1,928,606
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全体財務書類附属明細書

茨城県　桜川市
令和4年度



１．貸借対照表の内容に関する明細

（１）資産項目の明細

①有形固定資産の明細（全体財務書類） （単位：千円）

区分
前年度末残高

（A）
本年度増加額

（B）
本年度減少額

（C）

本年度末残高
（A)＋（B)-（C)

（D）

本年度末
減価償却累計額

（E)

本年度償却額
（F)

差引本年度末残高
（D)－（E)

（G)

41,095,279 1,575,591 1,344,681 41,326,188 21,435,947 711,632 19,890,242

6,041,306 161,873 161,488 6,041,690 - - 6,041,690

- - - - - - -

31,632,356 64,070 897,793 30,798,633 18,991,178 652,433 11,807,455

3,286,603 147,253 - 3,433,856 2,438,402 55,965 995,454

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

52,536 3,707 - 56,243 6,367 3,234 49,876

82,478 1,198,689 285,400 995,767 - - 995,767

106,720,888 2,723,005 1,743,482 107,700,411 57,194,262 2,015,292 50,506,149

8,367,716 173,680 138,221 8,403,175 - - 8,403,175

1,087,539 45,540 - 1,133,079 212,125 31,733 920,954

96,097,023 1,624,626 552,451 97,169,199 56,977,848 1,982,444 40,191,351

26,856 2,858 - 29,714 4,289 1,115 25,425

1,141,754 876,301 1,052,811 965,244 - - 965,244

4,807,648 89,022 1,012 4,895,658 3,256,891 281,485 1,638,767

152,623,815 4,387,618 3,089,176 153,922,257 81,887,100 3,008,409 72,035,158合計

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

 物品

　　船舶

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物
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一般会計等における注記 

1 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

 ① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

 ② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

該当はありません。 

⑷ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物 15 年～50 年 

工作物 10 年～50 年 

物品 2 年～10 年 
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② 無形固定資産･････････定額法 

（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっ
ています。） 

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、
実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

② 徴収不能引当金 

未収金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討
し）、徴収不能見込額を計上しています。長期延滞債権については、過去５年間の平均不
納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を
検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

④  損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

⑤ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見
込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

⑹ リース取引の処理方法 

① オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

⑺ 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを
含んでいます。 

⑻ その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資
産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。 
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2 重要な会計方針の変更等 

該当はありません。 

3 重要な後発事象 

該当はありません。 

4 偶発債務 

⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体（会計）名 
確定債
務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 
総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 ― 527 千円 238,909 千円 239,436 千円 

⑵ 係争中の訴訟等 

該当はありません。 

5 追加情報 

⑴ 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

一般会計 

② 一般会計等の対象範囲は普通会計と同一です。 

③ 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整
理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としていま
す。 

④ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりで
す。 

実質赤字比率 ―％ 

連結実質赤字比率 ―％ 

実質公債費比率 7.7％ 

将来負担比率 31.7％ 
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⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額  

   該当はありません。 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額 2,669,593 千円 

⑧ 過年度修正等に関する事項 

該当はありません。 

⑵ 貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲 

売却予定とされている普通財産 

イ 内訳 

事業用資産 466 千円（466 千円） 

土地 466 千円（466 千円） 

令和 5 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によ
っています。 

上記の括弧書き内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 

② 減債基金に係る積立不足額  

該当はありません。 

③ 基金借入金（繰替運用） 

該当はありません。 

④ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に
含まれることが見込まれる金額 20,823,442 千円 

⑤ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり
です。 

標準財政規模 11,814,511 千円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,575,624 千円 

将来負担額 35,041,947 千円 

充当可能基金額 9,885,430 千円 

特定財源見込額 1,086,913 千円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 20,823,442 千円 

⑥ 地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額 

該当はありません。 

⑶ 行政コスト計算書に係る事項 

該当はありません。  
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⑷ 純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

②余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

(5) 資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支  △325,447 千円 

② 既存の決算情報との関連性 

 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書 23,656,836 千円 21,728,231 千円 

繰越金に伴う差額 △2,157,610 千円 - 

資金収支計算書 21,499,226 千円 21,728,231 千円 

繰越金については、歳入歳出決算書では収入として計上しますが、公会計では計上しな
いため、その分だけ相違します。 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書 

業務活動収支 577,628 千円 

投資活動収入の国県等補助金収入 1,305,377 千円 

未収債権額の増減額 △29,518 千円 

未払債務額の増減額 △78 千円 

その他の資産・負債の増減額 7,120 千円 

減価償却費 △2,065,991 千円 

賞与等引当金の増減額 △29,033 千円 

退職手当引当金の増減額 13,345 千円 

徴収不能引当金の増減額 228 千円 

損失補償等引当金の増減額 645 千円 

資産売却益 2,298 千円 

資産除売却損 △65,419 千円 

純資産変動計算書の本年度差額 △283,398 千円 

④ 一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。 

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額 2,000,000 千円 

一時借入金に係る利子額 - 

⑤ 重要な非資金取引 

重要な非資金取引は該当ありません。  
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全体財務書類における注記 

1 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････････････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。 

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定。） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 原材料、商品等･････････先入先出法による原価法 

⑷ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物 15 年～50 年 

工作物 10 年～50 年 

物品 2 年～10 年  
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② 無形固定資産･････････定額法 

（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっ
ています。） 

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性
を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を
検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

③ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

④ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込
額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

⑹ リース取引の処理方法 

1  オペレーティング・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

⑺ 全体資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを
含んでいます。 

⑻ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

ただし、一部の連結対象会計については、税抜方式によっています。 

2 重要な会計方針の変更等 

該当はありません。 
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3 重要な後発事象 

該当はありません。 

4 偶発債務 

⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体（会計）名 
確定債
務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 
総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 ― 527 千円 238,909 千円 239,436 千円 

⑵ 係争中の訴訟等 

該当はありません。 

5 追加情報 

⑴ 連結対象会計 

会計名 区分 連結の方法 比例連結割合 

国民健康保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

介護保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

介護サービス事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

後期高齢者医療特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

水道事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

病院事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

下水道事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

 

連結の方法は次のとおりです。 

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。 
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⑵ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、出納整
理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間で、出納整
理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整していま
す。 

⑶ 表示単位未満の取扱い 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

⑷ 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲 

売却予定とされている普通財産 

イ 内訳 

事業用資産 466 千円（466 千円） 

土地 466 千円（466 千円） 

令和 5 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によ
っています。 

上記の括弧書き内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 
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連結財務書類における注記 

1 重要な会計方針 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････････････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。 

⑵ 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定。） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 原材料、商品等･････････先入先出法による原価法 

⑷ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物 15 年～50 年 

工作物 10 年～50 年 

物品 2 年～10 年  
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② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっ
ています。） 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内のリース取
引及びリース契約 1 件あたりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引
を除きます。） 

･･･････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

⑸ 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

未収金については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上してい
ます。 

ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入
限度額によっています。 

長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性
を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を
検討し）、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上しています。 

③ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に
関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

④ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込
額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

⑹ リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

⑺ 連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを
含んでいます。 
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⑻ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。 

2 重要な会計方針の変更等 

該当はありません。 

3 重要な後発事象 

該当はありません。 

4 偶発債務 

⑴ 保証債務及び損失補償債務負担の状況 

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

団体（会計）名 
確定債
務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 
総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 ― 527 千円 238,909 千円 239,436 千円 

⑵ 係争中の訴訟等 

該当はありません。  
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5 追加情報 

⑴ 連結対象団体（会計） 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

国民健康保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

介護保険特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

介護サービス事業特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

後期高齢者医療特別会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

水道事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

病院事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

下水道事業会計 地方公営事業会計 全部連結 ― 

筑西広域市町村圏事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 22.90% 

筑北環境衛生組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 54.40％ 

茨城県租税債権管理機構 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.17% 

茨城県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.54％ 

茨城県市町村総合事務組合 

（一般会計） 
一部事務組合・広域連合 比例連結 2.76％ 

茨城県市町村総合事務組合 

（特別会計） 
一部事務組合・広域連合 比例連結 0.84％ 

桜川市土地開発公社 地方三公社 全部連結 ― 

株式会社クラセル桜川 第三セクター等 全部連結 ― 

 

連結の方法は次のとおりです。 

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。 

② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象として
います。 

③ 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。 

④ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっても
業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象
としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セ
クター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。
ただし、出資割合が 25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、
比例連結の対象としていない場合があります。 
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⑵ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、
出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい
ます。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）
との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものと
して調整しています。 

⑶ 表示単位未満の取扱い 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

⑷ 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲 

売却予定とされている普通財産 

イ 内訳 

事業用資産 466 千円（466 千円） 

土地 466 千円（466 千円） 

令和 5 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法に
よっています。 

上記の括弧書き内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 


